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参照条文等 

 

１．資料１－２関係 

◎地方公共団体情報システムの標準化に関する法律（令和３年法律第 40号）（抄） 

 （定義） 

第二条 この法律において「地方公共団体情報システム」とは、地方公共団体が利用す

る情報システムであって、情報システムによる処理の内容が各地方公共団体において

共通し、かつ、統一的な基準に適合する情報システムを利用して処理することが住民

の利便性の向上及び地方公共団体の行政運営の効率化に寄与する事務として政令で定

める事務（以下「標準化対象事務」という。）の処理に係るものをいう。 

２ この法律において「機能等」とは、地方公共団体情報システムの標準化のための統

一的な基準を定めるべき情報システムの機能、電磁的記録（電子的方式、磁気的方式

その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電

子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び第五条第二項第

三号イにおいて同じ。）の電子計算機の映像面への表示の方法、電磁的記録を出力す

る書面の様式、電磁的記録において用いられる用語、符号その他の事項、サイバーセ

キュリティ（サイバーセキュリティ基本法（平成二十六年法律第百四号）第二条に規

定するサイバーセキュリティをいう。同号ロにおいて同じ。）に係る事項、クラウ

ド・コンピューティング・サービス関連技術（官民データ活用推進基本法（平成二十

八年法律第百三号）第二条第四項に規定するクラウド・コンピューティング・サービ

ス関連技術をいう。同号ハ及び第十条において同じ。）を活用した情報システムの利

用に係る事項及び情報システムの保守又は管理に係る事項をいう。 

３ この法律において「地方公共団体情報システムの標準化」とは、住民の利便性の向

上、地方公共団体の行政運営の効率化及び地方公共団体情報システムに係る互換性の

確保のため、地方公共団体情報システムに必要とされる機能等についての統一的な基

準に適合した地方公共団体情報システムを地方公共団体が利用することをいう。 

 

第五条 政府は、地方公共団体情報システムの標準化の推進を図るための基本的な方針

（以下この条において「基本方針」という。）を定めなければならない。 

２ 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 地方公共団体情報システムの標準化の意義及び目標に関する事項 

二 地方公共団体情報システムの標準化の推進のために政府が実施すべき施策に関す

る基本的な方針 

三 各地方公共団体情報システムに共通する基準を定めるべき次に掲げる事項に関す

る基本的な事項 

イ 電磁的記録において用いられる用語及び符号の相互運用性の確保その他の地方

公共団体情報システムに係る互換性の確保に係る事項 

ロ サイバーセキュリティに係る事項 

ハ クラウド・コンピューティング・サービス関連技術を活用した地方公共団体情

報システムの利用に係る事項 

ニ イからハまでに掲げるもののほか、各地方公共団体情報システムに共通する基

準を定めるべき事項 

四 次条第一項及び第七条第一項の基準（以下「標準化基準」という。）の策定の方

法及び時期その他の標準化基準の策定に関する基本的な事項 
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五 前各号に掲げるもののほか、地方公共団体情報システムの標準化の推進に関し必

要な事項 

３～６ （略） 

 

（地方公共団体情報システムの標準化のための基準） 

第六条 所管大臣は、その所管する標準化対象事務に係る法令又は事務に係る地方公共

団体情報システムに必要とされる機能等（前条第二項第三号イからニまでに掲げる事

項を除く。）について、主務省令（所管大臣の発する命令をいう。）で、地方公共団

体情報システムの標準化のため必要な基準を定めなければならない。 

２・３ （略） 

 

 （各地方公共団体情報システムに共通する基準） 

第七条 内閣総理大臣及び総務大臣は、第五条第二項第三号イからニまでに掲げる事項

について、デジタル庁令・総務省令で、地方公共団体情報システムの標準化のため必

要な基準を定めなければならない。 

２・３ （略） 

 

 （標準化基準に適合する地方公共団体情報システムの利用） 

第八条 地方公共団体情報システムは、標準化基準に適合するものでなければならな

い。 

２ 地方公共団体は、標準化対象事務以外の事務を地方公共団体情報システムを利用し

て一体的に処理することが効率的であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、

当該地方公共団体情報システムに係る互換性が確保される場合に限り、標準化基準に

適合する当該地方公共団体情報システムの機能等について当該事務を処理するため必

要な最小限度の改変又は追加を行うことができる。 

 

（クラウド・コンピューティング・サービス関連技術の活用） 

第十条 地方公共団体は、デジタル社会形成基本法第二十九条に規定する国による環境

の整備に関する措置の状況を踏まえつつ、当該環境においてクラウド・コンピューテ

ィング・サービス関連技術を活用して地方公共団体情報システムを利用するよう努め

るものとする。 

 

◎デジタル社会形成基本法（令和３年法律第 35号）（抄） 

 （国及び地方公共団体の情報システムの共同化等） 

第二十九条 デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、公共サービスにお

ける国民の利便性の向上を図るとともに、行政運営の簡素化、効率化及び透明性の向

上に資するため、行政の内外の知見を集約し、及び活用しつつ、国及び地方公共団体

の情報システムの共同化又は集約の推進（全ての地方公共団体が官民データ活用推進

基本法第二条第四項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術に

係るサービスを利用することができるようにするための国による環境の整備を含

む。）、個人番号の利用の範囲の拡大その他の国及び地方公共団体における高度情報

通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用を積極的に推進するた

めに必要な措置が講じられなければならない。 
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２．資料２関係 

◎住民基本台帳法（昭和 42年法律第 81号）（抄） 

 （住民基本台帳の作成） 

第六条 市町村長は、個人を単位とする住民票を世帯ごとに編成して、住民基本台帳を

作成しなければならない。 

２ 市町村長は、適当であると認めるときは、前項の住民票の全部又は一部につき世帯

を単位とすることができる。 

３ （略） 

 

（住民票の記載事項） 

第七条 住民票には、次に掲げる事項について記載（前条第三項の規定により磁気ディ

スクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。）をする。 

 一 氏名 

二 出生の年月日 

 三 男女の別 

 四 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主と

の続柄 

 五 戸籍の表示。ただし、本籍のない者及び本籍の明らかでない者については、その

旨 

 六 住民となつた年月日 

 七 住所及び一の市町村の区域内において新たに住所を変更した者については、その

住所を定めた年月日 

 八 新たに市町村の区域内に住所を定めた者については、その住所を定めた旨の届出

の年月日（職権で住民票の記載をした者については、その年月日）及び従前の住所 

 八の二 個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律（平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。）第二条第

五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。） 

 九 選挙人名簿に登録された者については、その旨 

 十 国民健康保険の被保険者（国民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十二号）第

五条及び第六条の規定による国民健康保険の被保険者をいう。第二十八条及び第三

十一条第三項において同じ。）である者については、その資格に関する事項で政令

で定めるもの 

 十の二 後期高齢者医療の被保険者（高齢者の医療の確保に関する法律（昭和五十七

年法律第八十号）第五十条及び第五十一条の規定による後期高齢者医療の被保険者

をいう。第二十八条の二及び第三十一条第三項において同じ。）である者について

は、その資格に関する事項で政令で定めるもの 

十の三 介護保険の被保険者（介護保険法（平成九年法律第百二十三号）第九条の規

定による介護保険の被保険者（同条第二号に規定する第二号被保険者を除く。）を

いう。第二十八条の三及び第三十一条第三項において同じ。）である者について

は、その資格に関する事項で政令で定めるもの 
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十一 国民年金の被保険者（国民年金法（昭和三十四年法律第百四十一号）第七条そ

の他政令で定める法令の規定による国民年金の被保険者（同条第一項第二号に規定

する第二号被保険者及び同項第三号に規定する第三号被保険者を除く。）をいう。

第二十九条及び第三十一条第三項において同じ。）である者については、その資格

に関する事項で政令で定めるもの 

 十一の二 児童手当の支給を受けている者（児童手当法（昭和四十六年法律第七十三

号）第七条の規定により認定を受けた受給資格者（同条第二項に規定する施設等受

給資格者にあつては、同項第二号に掲げる里親に限る。）をいう。第二十九条の二

及び第三十一条第三項において同じ。）については、その受給資格に関する事項で

政令で定めるもの 

 十二 米穀の配給を受ける者（主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律（平成六

年法律第百十三号）第四十条第一項の規定に基づく政令の規定により米穀の配給が

実施される場合におけるその配給に基づき米穀の配給を受ける者で政令で定めるも

のをいう。第三十条及び第三十一条第三項において同じ。）については、その米穀

の配給に関する事項で政令で定めるもの 

 十三 住民票コード（番号、記号その他の符号であつて総務省令で定めるものをい

う。以下同じ。） 

 十四 前各号に掲げる事項のほか、政令で定める事項 

 

 （住民票の記載等のための市町村長間の通知） 

第九条 市町村長は、他の市町村から当該市町村の区域内に住所を変更した者につき住

民票の記載をしたときは、遅滞なく、その旨を当該他の市町村の市町村長に通知しな

ければならない。 

２ （略） 

３ 第一項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、市町村長の使用に係

る電子計算機（入出力装置を含む。以下同じ。）から電気通信回線を通じて相手方で

ある他の市町村の市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うもの

とする。ただし、総務省令で定める場合にあつては、この限りでない。 

 

 （本人等の請求による住民票の写し等の交付） 

第十二条 市町村が備える住民基本台帳に記録されている者（当該市町村の市町村長が

その者が属していた世帯について世帯を単位とする住民票を作成している場合にあつ

ては、当該住民票から除かれた者（その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつ

てされ、かつ、当該記載が消除された者を除く。）を含む。次条第一項において同

じ。）は、当該市町村の市町村長に対し、自己又は自己と同一の世帯に属する者に係

る住民票の写し（第六条第三項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製して

いる市町村にあつては、当該住民票に記録されている事項を記載した書類。以下同

じ。）又は住民票に記載をした事項に関する証明書（以下「住民票記載事項証明書」

という。）の交付を請求することができる。 

２～７ （略） 
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 （本人等の請求に係る住民票の写しの交付の特例） 

第十二条の四 住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本

台帳を備える市町村の市町村長（以下この条において「住所地市町村長」という。）

以外の市町村長に対し、自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票の写しで

第七条第五号、第九号から第十二号まで及び第十四号に掲げる事項の記載を省略した

ものの交付を請求することができる。この場合において、当該請求をする者は、総務

省令で定めるところにより、個人番号カード又は総務省令で定める書類を提示してこ

れをしなければならない。 

２ 前項の請求を受けた市町村長（以下この条において「交付地市町村長」という。）

は、政令で定める事項を同項の請求をした者の住所地市町村長に通知しなければなら

ない。 

３ 前項の規定による通知を受けた住所地市町村長は、政令で定める事項を交付地市町

村長に通知しなければならない。 

４ （略） 

５ 第二項又は第三項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、交付地市

町村長又は住所地市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方

である住所地市町村長又は交付地市町村長の使用に係る電子計算機に送信することに

よつて行うものとする。 

６ （略） 

 

（除票の記載事項） 

第十五条の三 除票には、当該除票に係る住民票に記載をしていた事項のほか、当該住

民票を消除した事由（転出（市町村の区域外へ住所を移すことをいう。以下同じ。）

の場合にあつては、転出により消除した旨及び転出先の住所）及びその事由の生じた

年月日（第二十四条の規定による届出に基づき住民票を消除した場合にあつては、転

出の予定年月日）又は改製した旨及びその年月日の記載（前条第二項の規定により磁

気ディスクをもつて調製する除票にあつては、記録。以下同じ。）をする。 

２ （略） 

 

 （戸籍の附票の記載の修正等のための市町村長間の通知） 

第十九条 住所地の市町村長は、住民票の記載等をした場合に、本籍地において戸籍の

附票の記載の修正をすべきときは、遅滞なく、当該修正をすべき事項を本籍地の市町

村長に通知しなければならない。 

２・３ （略） 

４ 第一項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、住所地の市町村長の

使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である本籍地の市町村長の使

用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。ただし、総務省令で定

める場合にあつては、この限りでない。 
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 （個人番号カードの交付を受けている者等に関する転入届の特例） 

第二十四条の二 個人番号カードの交付を受けている者が転出届（前条の規定による届

出をいう。以下この条において同じ。）をした場合においては、最初の転入届（当該

転出届をした日後その者が最初に行う第二十二条第一項の規定による届出をいう。以

下この条において同じ。）については、第二十二条第二項の規定は、適用しない。た

だし、政令で定める場合にあつては、この限りでない。 

２ 個人番号カードの交付を受けている世帯主が行う当該世帯主に関する転出届に併せ

て、その世帯に属する他の者（以下この項及び第二十六条において「世帯員」とい

う。）であつて個人番号カードの交付を受けていないものが転出届をした場合におい

ては、最初の世帯員に関する転入届（当該転出届をした日後当該世帯員が最初に行う

第二十二条第一項の規定による届出であつて、当該世帯主が当該世帯主に関する最初

の転入届に併せて第二十六条第一項又は第二項の規定により当該世帯員に代わつて行

うものをいう。以下この条において同じ。）については、第二十二条第二項の規定

は、適用しない。ただし、政令で定める場合にあつては、この限りでない。 

３ 最初の転入届又は最初の世帯員に関する転入届を受けた市町村長（以下この条にお

いて「転入地市町村長」という。）は、その旨を当該最初の転入届に係る転出届又は

当該最初の世帯員に関する転入届に係る転出届を受けた市町村長（以下この条におい

て「転出地市町村長」という。）に通知しなければならない。 

４ 転出地市町村長は、前項の規定による通知があつたときは、政令で定める事項を転

入地市町村長に通知しなければならない。 

５ 前二項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、転入地市町村長又は

転出地市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である転出

地市町村長又は転入地市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによつて行う

ものとする。 

 

（世帯主が届出を行う場合） 

第二十六条 世帯主は、世帯員に代わつて、この章又は第四章の三の規定による届出を

することができる。 

２ 世帯員がこの章又は第四章の三の規定による届出をすることができないときは、世

帯主が世帯員に代わつて、その届出をしなければならない。 

 

 （市町村長から都道府県知事への本人確認情報の通知等） 

第三十条の六 市町村長は、住民票の記載、消除又は第七条第一号から第三号まで、第

七号、第八号の二及び第十三号に掲げる事項（同条第七号に掲げる事項については、

住所とする。以下この項において同じ。）の全部若しくは一部についての記載の修正

を行つた場合には、当該住民票の記載等に係る本人確認情報（住民票に記載されてい

る同条第一号から第三号まで、第七号、第八号の二及び第十三号に掲げる事項（住民

票の消除を行つた場合には、当該住民票に記載されていたこれらの事項）並びに住民

票の記載等に関する事項で政令で定めるものをいう。以下同じ。）を都道府県知事に

通知するものとする。 

２ 前項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、市町村長の使用に係る

電子計算機から電気通信回線を通じて都道府県知事の使用に係る電子計算機に送信す

ることによつて行うものとする。 
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３ 第一項の規定による通知を受けた都道府県知事は、総務省令で定めるところによ

り、当該通知に係る本人確認情報を磁気ディスクに記録し、これを当該通知の日から

政令で定める期間保存しなければならない。 

 

 （都道府県知事から機構への本人確認情報の通知等） 

第三十条の七 都道府県知事は、前条第一項の規定による通知に係る本人確認情報を、

機構に通知するものとする。 

２ 前項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、都道府県知事の使用に

係る電子計算機から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に送信するこ

とによつて行うものとする。 

３ 第一項の規定による通知を受けた機構は、総務省令で定めるところにより、当該通

知に係る本人確認情報を磁気ディスクに記録し、これを当該通知の日から政令で定め

る期間保存しなければならない。 

 

 （国の機関等への本人確認情報の提供） 

第三十条の九 機構は、別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲

げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、第三十条の

七第三項の規定により機構が保存する本人確認情報であつて同項の規定による保存期

間が経過していないもの（以下「機構保存本人確認情報」という。）のうち住民票コ

ード以外のものを提供するものとする。ただし、個人番号については、当該別表第一

の上欄に掲げる国の機関又は法人が番号利用法第九条第一項の規定により個人番号を

利用することができる場合に限り、提供するものとする。 

 

 （総務省への住民票コードの提供） 

第三十条の九の二 機構は、総務省から番号利用法第二十一条第二項又は第二十一条の

二第一項（これらの規定を番号利用法第二十六条において準用する場合を含む。）の

規定による事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、当該

求めに係る者の住民票に記載された住民票コードを提供するものとする。 

２ 機構は、前項の規定により提供した住民票コードが記載された住民票について当該

住民票コードの記載の修正が行われたことを知つたときは、総務省に対し、修正前及

び修正後の住民票コードを提供するものとする。 

３ 前二項に規定する場合において、機構は、機構保存本人確認情報を利用することが

できる。 

 

 （通知都道府県の区域内の市町村の執行機関への本人確認情報の提供） 

第三十条の十 機構は、次の各号のいずれかに該当する場合には、政令で定めるところ

により、本人確認情報を第三十条の七第一項の規定により通知した都道府県知事が統

括する都道府県（以下「通知都道府県」という。）の区域内の市町村の市町村長その

他の執行機関に対し、機構保存本人確認情報（第一号及び第二号に掲げる場合にあつ

ては、住民票コードを除く。）を提供するものとする。ただし、第一号に掲げる場合

にあつては、個人番号については、当該市町村長その他の市町村の執行機関が番号利

用法第九条第一項の規定により個人番号を利用することができる場合に限り、提供す

るものとする。 
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一 通知都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関であつて別表第二の

上欄に掲げるものから同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたとき。 

二 通知都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関から番号利用法第九

条第二項の規定に基づき条例で定める事務の処理に関し求めがあつたとき。 

三 通知都道府県の区域内の市町村の市町村長から住民基本台帳に関する事務の処理

に関し求めがあつたとき。 

２ 前項（第三号に係る部分に限る。）の規定による通知都道府県の区域内の市町村の

市町村長への機構保存本人確認情報の提供は、総務省令で定めるところにより、機構

の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該市町村長の使用に係る電子計

算機に送信することによつて行うものとする。ただし、特別の求めがあつたときは、

この限りでない。 

 

 （通知都道府県以外の都道府県の執行機関への本人確認情報の提供） 

第三十条の十一 機構は、次の各号のいずれかに該当する場合には、政令で定めるとこ

ろにより、通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関に対し、機

構保存本人確認情報（第一号及び第二号に掲げる場合にあつては、住民票コードを除

く。）を提供するものとする。ただし、第一号に掲げる場合にあつては、個人番号に

ついては、当該都道府県知事その他の都道府県の執行機関が番号利用法第九条第一項

の規定により個人番号を利用することができる場合に限り、提供するものとする。 

一 通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関であつて別表第三

の上欄に掲げるものから同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたとき。 

二 通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関から番号利用法第

九条第二項の規定に基づき条例で定める事務の処理に関し求めがあつたとき。 

三 通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事から第三十条の二十二第二項の規定

による事務の処理に関し求めがあつたとき。 

２ 前項（第三号に係る部分に限る。）の規定による通知都道府県以外の都道府県の都

道府県知事への機構保存本人確認情報の提供は、総務省令で定めるところにより、機

構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該都道府県知事の使用に係る

電子計算機に送信することによつて行うものとする。ただし、特別の求めがあつたと

きは、この限りでない。 

 

 （通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の執行機関への本人確認情報の提供） 

第三十条の十二 機構は、次の各号のいずれかに該当する場合には、政令で定めるとこ

ろにより、通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機

関に対し、機構保存本人確認情報（第一号及び第二号に掲げる場合にあつては、住民

票コードを除く。）を提供するものとする。ただし、第一号に掲げる場合にあつて

は、個人番号については、当該市町村長その他の市町村の執行機関が番号利用法第九

条第一項の規定により個人番号を利用することができる場合に限り、提供するものと

する。 

一 通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関であ

つて別表第四の上欄に掲げるものから通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事

を経て同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたとき。 
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二 通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関から

番号利用法第九条第二項の規定に基づき条例で定める事務の処理に関し求めがあつ

たとき。 

三 通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長から通知都道府県以外

の都道府県の都道府県知事を経て住民基本台帳に関する事務の処理に関し求めがあ

つたとき。 

２ 前項（第三号に係る部分に限る。）の規定による通知都道府県以外の都道府県の区

域内の市町村の市町村長への機構保存本人確認情報の提供は、総務省令で定めるとこ

ろにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該市町村長の使

用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。ただし、特別の求めが

あつたときは、この限りでない。 

 

 （都道府県の条例による本人確認情報の提供） 

第三十条の十三 都道府県知事は、当該都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の

執行機関であつて条例で定めるものから条例で定める事務の処理に関し求めがあつた

ときは、条例で定めるところにより、当該市町村長その他の市町村の執行機関に対

し、都道府県知事保存本人確認情報（住民票コード及び個人番号を除く。以下この条

において同じ。）を提供するものとする。 

２ 都道府県知事は、他の都道府県の都道府県知事その他の執行機関であつて条例で定

めるものから条例で定める事務の処理に関し求めがあつたときは、条例で定めるとこ

ろにより、当該都道府県知事その他の都道府県の執行機関に対し、都道府県知事保存

本人確認情報を提供するものとする。 

３ 都道府県知事は、他の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関であ

つて条例で定めるものから他の都道府県の都道府県知事を経て条例で定める事務の処

理に関し求めがあつたときは、条例で定めるところにより、当該市町村長その他の市

町村の執行機関に対し、都道府県知事保存本人確認情報を提供するものとする。 

 

 （市町村の条例による本人確認情報の提供） 

第三十条の十四 市町村長は、他の市町村の市町村長その他の執行機関であつて条例で

定めるものから条例で定める事務の処理に関し求めがあつたときは、条例で定めると

ころにより、当該市町村長その他の市町村の執行機関に対し、本人確認情報（住民票

コード及び個人番号を除く。）を提供するものとする。 

 

 （本人確認情報の利用） 

第三十条の十五 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、都道府県

知事保存本人確認情報（住民票コードを除く。次項において同じ。）を利用すること

ができる。ただし、個人番号については、当該都道府県知事が番号利用法第九条第一

項又は第二項の規定により個人番号を利用することができる場合に限り、利用するこ

とができるものとする。 

一 別表第五に掲げる事務を遂行するとき。 

二 条例で定める事務を遂行するとき。 

三 本人確認情報の利用につき当該本人確認情報に係る本人が同意した事務を遂行す

るとき。 

四 統計資料の作成を行うとき。 
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２ 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第一号に掲げる場合に

あつては政令で定めるところにより、第二号に掲げる場合にあつては条例で定めると

ころにより、都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関に対し、都道府県知事保存

本人確認情報を提供するものとする。ただし、個人番号については、当該都道府県の

執行機関が番号利用法第九条第一項又は第二項の規定により個人番号を利用すること

ができる場合に限り、提供するものとする。 

一 都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関であつて別表第六の上欄に掲げるも

のから同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたとき。 

二 都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関であつて条例で定めるものから条例

で定める事務の処理に関し求めがあつたとき。 

３・４ （略） 

 

 （都道府県知事に対する技術的な助言等） 

第三十条の二十一 機構は、都道府県知事に対し、第三十条の六第一項の規定による通

知に係る本人確認情報の電子計算機処理（電子計算機を使用して行われる情報の入

力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をい

う。以下同じ。）に関し必要な技術的な助言及び情報の提供を行うものとする。 

 

 （市町村間の連絡調整等） 

第三十条の二十二 都道府県知事は、第三十条の六第二項の規定による電気通信回線を

通じた本人確認情報の送信その他この章に規定する市町村の事務の処理に関し、当該

都道府県の区域内の市町村相互間における必要な連絡調整を行うものとする。 

２ 都道府県知事は、当該都道府県の区域内の市町村の市町村長に対し、住民基本台帳

に住民に関する正確な記録が行われるよう、必要な協力をするものとする。 

３ 機構は、都道府県知事に対し、当該都道府県の区域内の市町村の住民基本台帳に住

民に関する正確な記録が行われるよう、必要な協力をしなければならない。 

 

 （本人確認情報等の提供に関する手数料） 

第三十条の二十三 機構は、第三十条の九又は第三十条の九の二第一項に規定する求め

を行う別表第一の上欄に掲げる国の機関若しくは法人又は総務省から、総務大臣の認

可を受けて定める額の手数料を徴収することができる。 

 

 （本人確認情報の安全確保） 

第三十条の二十四 都道府県知事は、第三十条の六第一項の規定による通知に係る本人

確認情報の電子計算機処理等（電子計算機処理又は情報の入力のための準備作業若し

くは磁気ディスクの保管をいう。以下同じ。）を行うに当たつては、当該本人確認情

報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のために必

要な措置を講じなければならない。 

２ 機構は、第三十条の七第一項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処

理等を行うに当たつては、当該本人確認情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の

当該本人確認情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

３ 前二項の規定は、都道府県知事又は機構から第三十条の六第一項又は第三十条の七

第一項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理等の委託（二以上の段

階にわたる委託を含む。）を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。 
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 （本人確認情報の提供及び利用の制限） 

第三十条の二十五 都道府県知事は、第三十条の十三、第三十条の十五第一項若しくは

第二項又は第三十七条第二項の規定により都道府県知事保存本人確認情報を提供し、

又は利用する場合を除き、第三十条の六第一項の規定による通知に係る本人確認情報

を提供し、又は利用してはならない。 

２ 機構は、第三十条の九から第三十条の十二まで、第三十条の十五第三項若しくは第

四項又は第三十七条第二項の規定により機構保存本人確認情報又は住民票コードを提

供し、又は利用する場合を除き、第三十条の七第一項の規定による通知に係る本人確

認情報を提供し、又は利用してはならない。 

 

 （本人確認情報の電子計算機処理等に従事する市町村若しくは都道府県又は機構の職

員等の秘密保持義務） 

第三十条の二十六 本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事する市町村の

職員若しくは職員であつた者又は第三十条の六第一項の規定による通知に係る本人確

認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事する都道府県の職員若しくは職員であ

つた者は、その事務に関して知り得た本人確認情報に関する秘密又は本人確認情報の

電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。 

２ 市町村長若しくは都道府県知事から本人確認情報若しくは第三十条の六第一項の規

定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理等の委託（二以上の段階にわたる

委託を含む。）を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であつた者

は、その委託された業務に関して知り得た本人確認情報に関する秘密又は本人確認情

報の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。 

３ 機構の役員若しくは職員（地方公共団体情報システム機構法（平成二十五年法律第

二十九号）第二十五条第一項に規定する本人確認情報保護委員会の委員を含む。）又

はこれらの職にあつた者は、本人確認情報処理事務に関して知り得た秘密を漏らして

はならない。 

４ 機構から第三十条の七第一項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処

理等の委託（二以上の段階にわたる委託を含む。）を受けた者若しくはその役員若し

くは職員又はこれらの者であつた者は、その委託された業務に関して知り得た本人確

認情報に関する秘密又は本人確認情報の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしては

ならない。 

 

 （本人確認情報に係る住民に関する記録の保護） 

第三十条の二十七 都道府県知事の委託（二以上の段階にわたる委託を含む。）を受け

て行う第三十条の六第一項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理等

に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事

項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。 

２ 機構の委託（二以上の段階にわたる委託を含む。）を受けて行う第三十条の七第一

項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事して

いる者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知ら

せ、又は不当な目的に使用してはならない。 
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 （受領者等による本人確認情報等の安全確保） 

第三十条の二十八 第三十条の九、第三十条の十から第三十条の十四まで若しくは第三

十条の十五第二項の規定により本人確認情報の提供を受けた市町村長その他の市町村

の執行機関、都道府県知事その他の都道府県の執行機関若しくは別表第一の上欄に掲

げる国の機関若しくは法人又は第三十条の九の二の規定により住民票コードの提供を

受けた総務省（以下「受領者」という。）がこれらの規定により提供を受けた本人確

認情報又は住民票コード（以下「受領した本人確認情報等」という。）の電子計算機

処理等を行うに当たつては、受領者は、受領した本人確認情報等の漏えい、滅失及び

毀損の防止その他の当該受領した本人確認情報等の適切な管理のために必要な措置を

講じなければならない。 

２ 前項の規定は、受領者から受領した本人確認情報等の電子計算機処理等の委託（二

以上の段階にわたる委託を含む。）を受けた者が受託した業務を行う場合について準

用する。 

 

 （受領者の本人確認情報等の利用及び提供の制限） 

第三十条の二十九 受領者は、その者が処理する事務であつてこの法律の定めるところ

により当該事務の処理に関し本人確認情報等（本人確認情報又は住民票コードをい

う。次条第二項及び第三項において同じ。）の提供を求めることができることとされ

ているものの遂行に必要な範囲内で、受領した本人確認情報等を利用し、又は提供す

るものとし、当該事務の処理以外の目的のために受領した本人確認情報等の全部又は

一部を利用し、又は提供してはならない。 

 

 （本人確認情報等の電子計算機処理等に従事する受領者の職員等の秘密保持義務） 

第三十条の三十 第三十条の十から第三十条の十四まで又は第三十条の十五第二項の規

定により市町村長その他の市町村の執行機関又は都道府県知事その他の都道府県の執

行機関が提供を受けた本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事する市町

村又は都道府県の職員又は職員であつた者は、その事務に関して知り得た本人確認情

報に関する秘密又は本人確認情報の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはなら

ない。 

２ 第三十条の九又は第三十条の九の二の規定により別表第一の上欄に掲げる国の機関

若しくは法人又は総務省が提供を受けた本人確認情報等の電子計算機処理等に関する

事務に従事する同欄に掲げる国の機関の職員若しくは職員であつた者、同欄に掲げる

法人の役員若しくは職員若しくはこれらの職にあつた者又は総務省の職員若しくは職

員であつた者は、その事務に関して知り得た本人確認情報等に関する秘密又は本人確

認情報等の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。 

３ 受領者から受領した本人確認情報等の電子計算機処理等の委託（二以上の段階にわ

たる委託を含む。）を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であつ

た者は、その委託された業務に関して知り得た本人確認情報等に関する秘密又は本人

確認情報等の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。 
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 （受領した本人確認情報等に係る住民に関する記録の保護） 

第三十条の三十一 受領者の委託（二以上の段階にわたる委託を含む。）を受けて行う

受領した本人確認情報等の電子計算機処理等に関する事務に従事している者又は従事

していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な

目的に使用してはならない。 

 

 （自己の本人確認情報の開示） 

第三十条の三十二 何人も、都道府県知事又は機構に対し、第三十条の六第三項又は第

三十条の七第三項の規定により磁気ディスクに記録されている自己に係る本人確認情

報について、書面により、その開示（自己に係る本人確認情報が存在しないときにそ

の旨を知らせることを含む。以下同じ。）を請求することができる。 

２ 都道府県知事又は機構は、前項の開示の請求（以下この項及び次条第一項において

「開示請求」という。）があつたときは、開示請求をした者（以下この項及び次条第

二項において「開示請求者」という。）に対し、書面により、当該開示請求に係る本

人確認情報について開示をしなければならない。ただし、開示請求者の同意があると

きは、書面以外の方法により開示をすることができる。 

 

 （開示の期限） 

第三十条の三十三 前条第二項の規定による開示は、開示請求を受理した日から起算し

て三十日以内にしなければならない。 

２ 都道府県知事又は機構は、事務処理上の困難その他正当な理由により前項に規定す

る期間内に開示をすることができないときは、同項に規定する期間内に、開示請求者

に対し、同項の期間内に開示をすることができない理由及び開示の期限を書面により

通知しなければならない。 

 

 （開示の手数料） 

第三十条の三十四 第三十条の三十二第一項の規定により機構に対し自己に係る本人確

認情報の開示を請求する者は、機構が総務大臣の認可を受けて定める額の手数料を納

めなければならない。 

 

 （自己の本人確認情報の訂正） 

第三十条の三十五 都道府県知事又は機構は、第三十条の三十二第二項の規定により開

示を受けた者から、書面により、開示に係る本人確認情報についてその内容の全部又

は一部の訂正、追加又は削除の申出があつたときは、遅滞なく調査を行い、その結果

を当該申出をした者に対し、書面で通知するものとする。 

 

 （住民票コードの告知要求制限） 

第三十条の三十七 市町村長は、この法律の規定による事務の遂行のため必要がある場

合を除き、何人に対しても、当該市町村の住民以外の者に係る住民票に記載された住

民票コードを告知することを求めてはならない。 

２ 都道府県知事は、この法律の規定による事務の遂行のため必要がある場合を除き、

何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る住民票に記載された住民票コード

を告知することを求めてはならない。 
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３ 機構は、本人確認情報処理事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対して

も、その者又はその者以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知するこ

とを求めてはならない。 

４ 総務省は、その処理する事務であつてこの法律の定めるところにより当該事務の処

理に関し住民票コードの提供を求めることができることとされているものの遂行のた

め必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る住民票

に記載された住民票コードを告知することを求めてはならない。 

 

 （住民票コードの利用制限等） 

第三十条の三十八 市町村長、都道府県知事、機構又は総務省（以下この条において

「市町村長等」という。）以外の者は、何人も、自己と同一の世帯に属する者以外の

者（以下この条において「第三者」という。）に対し、当該第三者又は当該第三者以

外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならない。 

２ 市町村長等以外の者は、何人も、その者が業として行う行為に関し、その者に対し

売買、貸借、雇用その他の契約（以下この項において「契約」という。）の申込みを

しようとする第三者若しくは申込みをする第三者又はその者と契約の締結をした第三

者に対し、当該第三者又は当該第三者以外の者に係る住民票に記載された住民票コー

ドを告知することを求めてはならない。 

３ 市町村長等以外の者は、何人も、業として、住民票コードの記録されたデータベー

ス（第三者に係る住民票に記載された住民票コードを含む当該第三者に関する情報の

集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体

系的に構成したものをいう。以下この項において同じ。）であつて、当該データベー

スに記録された情報が他に提供されることが予定されているものを構成してはならな

い。 

４ 都道府県知事は、前二項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為

をした者が更に反復してこれらの規定に違反する行為をするおそれがあると認めると

きは、当該行為をした者に対し、当該行為を中止することを勧告し、又は当該行為が

中止されることを確保するために必要な措置を講ずることを勧告することができる。 

５ 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、

第三十条の四十第一項に規定する都道府県の審議会の意見を聴いて、その者に対し、

期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。 

 

   第六章 罰則 

第四十二条 第三十条の二十六又は第三十条の三十の規定に違反して秘密を漏らした者

は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 

 

第四十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の

罰金に処する。 

一 第三十条の三十八第五項の規定による命令に違反した者 

二 次に掲げる者であつて、その事務に関して知り得た事項を自己又は第三者の不正

な利益を図る目的で提供し、又は盗用したもの 

イ 住民基本台帳又は戸籍の附票に関する事務に従事する市町村の職員又は職員で

あつた者 
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ロ 市町村長の委託（二以上の段階にわたる委託を含む。）を受けて行う住民基本

台帳又は戸籍の附票に関する事務の処理に従事している者又は従事していた者 

ハ 第三十条の六第一項の規定による通知に係る本人確認情報又は第三十条の四十

一第一項の規定による通知に係る附票本人確認情報の電子計算機処理等に関する

事務に従事する都道府県の職員又は職員であつた者 

ニ 都道府県知事の委託（二以上の段階にわたる委託を含む。）を受けて行う第三

十条の六第一項の規定による通知に係る本人確認情報又は第三十条の四十一第一

項の規定による通知に係る附票本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に

従事している者又は従事していた者 

ホ 本人確認情報又は附票本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事す

る機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者 

ヘ 機構の委託（二以上の段階にわたる委託を含む。）を受けて行う第三十条の七

第一項の規定による通知に係る本人確認情報又は第三十条の四十二第一項の規定

による通知に係る附票本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事して

いる者又は従事していた者 

ト 受領した本人確認情報等又は受領した附票本人確認情報等の電子計算機処理等

に関する事務に従事する受領者又は第三十条の四十四の十二において準用する第

三十条の二十八第一項に規定する附票情報受領者の職員又は職員であつた者 

チ 受領者の委託（二以上の段階にわたる委託を含む。）を受けて行う受領した本

人確認情報等又は第三十条の四十四の十二において準用する第三十条の二十八第

一項に規定する受領した附票本人確認情報等の電子計算機処理等に関する事務に

従事している者又は従事していた者 

 

第四十八条 法人（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下

この項において同じ。）の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用

人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関して第四十三条第一号、第四十五条

又は第四十六条第一号の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人

又は人に対し各本条の罰金刑を科する。 

２ （略） 

 

第五十一条 偽りその他不正の手段により第三十条の三十二第二項の規定による開示を

受けた者は、十万円以下の過料に処する。 

 

◎住民基本台帳法施行令（昭和 42年政令第 292号）（抄） 

（国民健康保険の被保険者の資格に関する住民票の記載事項） 

第三条 法第七条第十号に規定する国民健康保険の被保険者の資格に関する事項で政令

で定めるものは、その資格を取得し、又は喪失した年月日とする。 

 

（後期高齢者医療の被保険者の資格に関する住民票の記載事項） 

第三条の二 法第七条第十号の二に規定する後期高齢者医療の被保険者の資格に関する

事項で政令で定めるものは、その資格を取得し、又は喪失した年月日とする。 
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（介護保険の被保険者の資格に関する住民票の記載事項） 

第三条の三 法第七条第十号の三に規定する介護保険の被保険者の資格に関する事項で

政令で定めるものは、介護保険の被保険者となり、又は介護保険の被保険者でなくな

つた年月日とする。 

 

（国民年金の被保険者の範囲に関する法令の規定） 

第四条 法第七条第十一号に規定する政令で定める法令の規定は、国民年金法（昭和三

十四年法律第百四十一号）附則第五条の規定とする。 

 

（国民年金の被保険者の資格に関する住民票の記載事項） 

第五条 法第七条第十一号に規定する国民年金の被保険者の資格に関する事項で政令で

定めるものは、次に掲げる事項とする。 

 一 国民年金の被保険者となり、又は国民年金の被保険者でなくなつた年月日 

 二 国民年金の被保険者の種別（国民年金法第七条第一項第一号に規定する第一号被

保険者又は前条に規定する法令の規定による国民年金の被保険者のいずれであるか

の区別をいう。以下同じ。）及びその変更があつた年月日 

 三 基礎年金番号（国民年金法第十四条に規定する基礎年金番号をいう。以下同

じ。） 

（児童手当の支給を受けている者の受給資格に関する住民票の記載事項） 

第六条 法第七条第十一号の二に規定する児童手当の支給を受けている者の受給資格に

関する事項で政令で定めるものは、児童手当の支給が始まり、又は終わつた年月とす

る。 

 

（法第七条第十四号の政令で定める事項） 

第六条の二 法第七条第十四号に規定する政令で定める事項は、住民の福祉の増進に資

する事項のうち、市町村長が住民に関する事務を管理し及び執行するために住民票に

記載することが必要であると認めるものとする。 

 

（都道府県知事に通知する住民票の記載等に関する事項） 

第三十条の五 法第三十条の六第一項に規定する住民票の記載等に関する事項で政令で

定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 

 一 住民票の記載を行つた場合 住民票の記載を行つた旨並びに転入その他の総務省

令で定める記載の事由及びその事由が生じた年月日 

 二 住民票の消除を行つた場合 住民票の消除を行つた旨並びに転出その他の総務省

令で定める消除の事由及びその事由が生じた年月日（転出届に基づき住民票の消除

を行つた場合にあつては、転出の予定年月日） 

 三 法第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項（同号に掲げる事項につ

いては、住所とする。）の全部又は一部についての記載の修正を行つた場合 住民

票の記載の修正を行つた旨並びに転居その他の総務省令で定める記載の修正の事由

及びその事由が生じた年月日 

 四 法第七条第八号の二に掲げる事項についての記載の修正を行つた場合 住民票の

記載の修正を行つた旨、個人番号の変更請求その他の総務省令で定める記載の修正

の事由及びその事由が生じた年月日並びに当該住民票の記載の修正前に記載されて

いた個人番号（当該住民票に個人番号が記載されていなかつた場合を除く。） 
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 五 法第七条第十三号に掲げる事項についての記載の修正を行つた場合 住民票の記

載の修正を行つた旨、総務省令で定める記載の修正の事由及びその事由が生じた年

月日並びに当該住民票の記載の修正前に記載されていた住民票コード（当該住民票

に住民票コードが記載されていなかつた場合を除く。） 

 

（氏に変更があつた者の旧氏の住民票への記載等） 

第三十条の十四 氏に変更があつた者（住民票に旧氏の記載がされている者（以下この

条において「旧氏記載者」という。）を除く。）は、住民票に旧氏の記載を求めよう

とするときは、住民票に記載を求める旧氏その他総務省令で定める事項を記載した請

求書に当該旧氏がその者の旧氏であることを証する戸籍謄本等（戸籍法（昭和二十二

年法律第二百二十四号）第十条第一項に規定する戸籍謄本等をいう。第三項において

同じ。）その他総務省令で定める書面を添付して、その者が記録されている住民基本

台帳を備える市町村の市町村長（同項及び第四項において「住所地市町村長」とい

う。）に提出しなければならない。この場合において、その者に係る住民票に旧氏の

記載がされたことがあるときは、その者に係る住民票に記載がされていた旧氏が最後

に削除された日以後に称していた旧氏に限り、住民票に旧氏の記載を求めることがで

きる。 

２～５ （略） 

６ 旧氏記載者に係る法及びこの政令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる

規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 

（略） （略） （略） 

法第三十条の六第一項 から第三号まで に掲げる事項及び旧氏並び

に同条第二号、第三号 

（略） （略） （略） 

７ （略） 

 

 （外国人住民の通称の住民票への記載等） 

第三十条の十六 外国人住民は、住民票に通称（氏名以外の呼称であつて、国内におけ

る社会生活上通用していることその他の事由により居住関係の公証のために住民票に

記載をすることが必要であると認められるものをいう。以下この条及び次条第一項に

おいて同じ。）の記載を求めようとするときは、その者が記録されている住民基本台

帳を備える市町村の市町村長（以下この条及び同項において「住所地市町村長」とい

う。）に、通称として記載を求める呼称その他総務省令で定める事項を記載した申出

書を提出するとともに、当該呼称が居住関係の公証のために住民票に記載がされるこ

とが必要であることを証するに足りる資料を提示しなければならない。 

２～６ （略） 

７ 外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合における法及びこの政令の

規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ

れぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 

（略） （略） （略） 

法第三十条の六第一項 から第三号まで に掲げる事項及び通称並び

に同条第二号、第三号 

（略） （略） （略） 

８ （略） 
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◎住民基本台帳事務処理要領について（昭和 42年 10月４日自治振第 150号等自治省行

政局長等から各都道府県あて通知）（抄） 

第５ その他 

10 住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付並びに戸籍の附票の

写しの交付におけるドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待

及びこれらに準ずる行為の被害者の保護のための措置 

  コ 支援措置 

 （ｱ） 住民基本台帳の一部の写しの閲覧の申出に係る支援措置 

    Ａ 市町村長は、支援対象者に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧につい

て、以下のように取り扱う。 

     （A） 加害者が判明しており、加害者から申出がなされる場合（閲覧者、閲

覧事項取扱者の中に、加害者が含まれている場合を含む。） 

       法第 11条の２第１項各号に掲げる活動に該当しないとして申出を拒否

する。 

     （B） 支援対象者本人から申出がなされた場合 

       支援対象者本人からの閲覧の申出については、対象となる住民が氏名等

により特定されているものであるため、閲覧制度ではなく、住民票の写し

の交付制度により対応することが適当である。 

     （C） その他の第三者から申出がなされた場合 

       加害者が第三者になりすまして行う申出に対し閲覧させることがないよ

う、十分留意して厳格に本人確認を行うことが適当である。 

       加害者の氏名が変更している場合、加害者が旧氏や通称を用いて申出を

行う場合、被害者が加害者を旧氏や通称のみをもって把握しており、か

つ、加害者が旧氏や通称を変更している場合等があり得るため、住民基本

台帳ネットワークシステムの本人確認情報を利用して申出者が加害者であ

るかを確認することが適当である。 

       また、加害者の依頼を受けた第三者からの閲覧に対し閲覧させることが

ないよう、利用の目的等について十分留意して厳格な審査を行うことが適

当である。 

       なお、加害者が国又は地方公共団体の機関の職員になりすまして閲覧を

請求することも考えられるため、法第 11条に基づく請求であっても、閲

覧者については、十分留意して厳格に本人確認を行うことが適当である。 

    Ｂ 市町村長は、その判断により、閲覧申出において特別の申出がない場合に

は、支援対象者を除く申出であるとみなし、支援対象者に係る部分を除外又

は抹消した住民基本台帳の一部の写しを閲覧に供することとして差し支えな

い。なお、この場合、市町村長は、閲覧申出用紙に明記する等により、あら

かじめその旨を申出者に明らかにする。 

      ただし、このような取扱いをする場合でも、国又は地方公共団体の機関に

よる請求の場合及びその他の者による支援対象者に係る閲覧を求める特別の

申出の場合には、Ａの例により取り扱う。 
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（ｲ） 住民票の写し等及び戸籍の附票の写しの交付の請求又は申出に係る支援措置 

    市町村長は、支援対象者に係る住民票（世帯を単位とする住民票を作成してい

る場合にあっては、支援対象者に係る部分。また、消除された住民票及び改製前

の住民票を含む。）の写し等及び戸籍の附票（支援対象者に係る部分。また、消

除された戸籍の附票及び改製前の戸籍の附票を含む。）の写しの交付について、

以下のように取り扱う。 

    （A） 加害者が判明しており、加害者から請求又は申出がなされた場合 

      不当な目的があるものとして請求を拒否し、又は法第 12条の３第１項各

号に掲げる者に該当しないとして申出を拒否する。 

      ただし、（ｱ）－Ａ－（C）に準じて請求事由又は利用目的をより厳格に審

査した結果、請求又は申出に特別の必要があると認められる場合には、交付

する必要がある機関等から交付請求を受ける、加害者の了解を得て交付する

必要がある機関等に市町村長が交付する、又は支援対象者から交付請求を受

けるなどの方法により、加害者に交付せず目的を達成することが望ましい。 

    （B） 支援対象者本人から請求がなされた場合 

      加害者が支援対象者本人になりすまして行う請求に対する交付を防ぐた

め、代理人若しくは使者又は郵便等による請求を認めないこととする。ただ

し、特別の必要がある場合には、あらかじめ代理人又は使者を支援対象者と

取り決める、支援対象者に確認をとるなどの措置を講じた上で、請求を認め

ることとする。 

      また、第２－４－（1）－①－ア－（ｲ）に準じて本人確認をより厳格に行

う。 

      ただし、市町村長が当該措置を不要と認める者については、この限りでな

い。 

    （C） その他の第三者から申出がなされた場合 

      加害者が第三者になりすまして行う申出に対する交付を防ぐため、第２－

４－（1）－①－ア－（ｲ）及び第５－10－コ－（ｱ）－Ａ－（C）に準じて本

人確認をより厳格に行う。 

      また、加害者の依頼を受けた第三者からの申出に対する交付を防ぐため、

（ｱ）－Ａ－（C）に準じて利用目的についてもより厳格な審査を行う。 

      ただし、市町村長がこれらの措置を不要と認める者については、この限り

でない。 

サ （略） 
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３．資料３関係 

◎公職選挙法（昭和 25年法律第 100号）（抄） 

（選挙権） 

第九条 （略） 

２ 日本国民たる年齢満十八年以上の者で引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を

有する者は、その属する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。 

３ 日本国民たる年齢満十八年以上の者でその属する市町村を包括する都道府県の区域

内の一の市町村の区域内に引き続き三箇月以上住所を有していたことがあり、かつ、

その後も引き続き当該都道府県の区域内に住所を有するものは、前項に規定する住所

に関する要件にかかわらず、当該都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有する。 

４・５ （略） 

 

（永久選挙人名簿） 

第十九条 （略） 

２ 市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿の調製及び保管の任に当たるものとし、毎

年三月、六月、九月及び十二月（第二十二条及び第二十四条第一項において「登録

月」という。）並びに選挙を行う場合に、選挙人名簿の登録を行うものとする。 

３・４ （略） 

 

（選挙人名簿の記載事項等） 

第二十条 選挙人名簿には、選挙人の氏名、住所（次条第二項に規定する者にあつて

は、その者が当該市町村の区域内から住所を移す直前に住民票に記載されていた住

所）、性別及び生年月日等の記載（前条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調

製する選挙人名簿にあつては、記録）をしなければならない。 

２・３ （略） 

 

（被登録資格等） 

第二十一条 選挙人名簿の登録は、当該市町村の区域内に住所を有する年齢満十八年以

上の日本国民（第十一条第一項若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法（昭和二

十三年法律第百九十四号）第二十八条の規定により選挙権を有しない者を除く。次項

において同じ。）で、その者に係る登録市町村等（当該市町村及び消滅市町村（その

区域の全部又は一部が廃置分合により当該市町村の区域の全部又は一部となつた市町

村であつて、当該廃置分合により消滅した市町村をいう。第三項において同じ。）を

いう。以下この項及び次項において同じ。）の住民票が作成された日（他の市町村か

ら登録市町村等の区域内に住所を移した者で住民基本台帳法（昭和四十二年法律第八

十一号）第二十二条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日。次

項において同じ。）から引き続き三箇月以上登録市町村等の住民基本台帳に記録され

ている者について行う。 

２ 選挙人名簿の登録は、前項の規定によるほか、当該市町村の区域内から住所を移し

た年齢満十八年以上の日本国民のうち、その者に係る登録市町村等の住民票が作成さ

れた日から引き続き三箇月以上登録市町村等の住民基本台帳に記録されていた者であ

つて、登録市町村等の区域内に住所を有しなくなつた日後四箇月を経過しないものに

ついて行う。 

３～５ （略） 
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（登録） 

第二十二条 市町村の選挙管理委員会は、政令で定めるところにより、登録月の一日現

在により、当該市町村の選挙人名簿に登録される資格を有する者を同日（同日が地方

自治法第四条の二第一項の規定に基づき条例で定められた地方公共団体の休日（以下

この項及び第二百七十条第一項において「地方公共団体の休日」という。）に当たる

場合（当該市町村の区域の全部又は一部を含む区域において選挙が行われる場合にお

いて、登録月の一日が当該選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙の期日の前日

までの間にあるときを除く。）には、登録月の一日又は同日の直後の地方公共団体の

休日以外の日。以下この項において「通常の登録日」という。）に選挙人名簿に登録

しなければならない。ただし、市町村の選挙管理委員会は、天災その他特別の事情が

ある場合には、政令で定めるところにより、登録の日を通常の登録日後に変更するこ

とができる。 

２ 前項の規定による登録は、当該市町村の区域の全部又は一部を含む区域において選

挙が行われる場合において、登録月の一日が当該選挙の期日の公示又は告示の日から

当該選挙の期日の前日までの間にあるとき（同項ただし書の規定により登録の日を当

該選挙の期日後に変更する場合を除く。）には、同項本文の規定にかかわらず、登録

月の一日現在（当該市町村の選挙人名簿に登録される資格のうち選挙人の年齢につい

ては、当該選挙の期日現在）により、行わなければならない。 

３ 市町村の選挙管理委員会は、選挙を行う場合には、政令で定めるところにより、当

該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会（衆議院比例代表選出議員又は参議院

比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙について

は当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会）が定める日

（以下この条において「選挙時登録の基準日」という。）現在（当該市町村の選挙人

名簿に登録される資格のうち選挙人の年齢については、当該選挙の期日現在）によ

り、当該市町村の選挙人名簿に登録される資格を有する者を当該選挙時登録の基準日

に選挙人名簿に登録しなければならない。 

４ 第一項の規定による登録は、選挙時登録の基準日と登録月の一日とが同一の日とな

る場合には、行わない。 

 

（表示及び訂正等） 

第二十七条 市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿に登録されている者が第十一条第

一項若しくは第二百五十二条若しくは政治資金規正法第二十八条の規定により選挙権

を有しなくなつたこと又は当該市町村の区域内に住所を有しなくなつたことを知つた

場合には、直ちに選挙人名簿にその旨の表示をしなければならない。 

２ 市町村の選挙管理委員会は、第二十一条第二項に規定する者を選挙人名簿に登録す

る場合には、同時に、選挙人名簿に同項の規定に該当する者である旨の表示をしなけ

ればならない。 

３ 市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿に登録されている者の記載内容（第十九条

第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿にあつては、記録内

容）に変更があつたこと又は誤りがあることを知つた場合には、直ちにその記載（同

項の規定により磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿にあつては、記録）の修正

又は訂正をしなければならない。 
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（登録の抹消） 

第二十八条 市町村の選挙管理委員会は、当該市町村の選挙人名簿に登録されている者

について次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、これらの者を直ちに選挙人

名簿から抹消しなければならない。この場合において、第四号に該当するに至つたと

きは、その旨を告示しなければならない。 

 一 死亡したこと又は日本の国籍を失つたことを知つたとき。 

 二 前条第一項又は第二項の表示をされた者が当該市町村の区域内に住所を有しなく

なつた日後四箇月を経過するに至つたとき。 

 三 第三十条の六第二項の規定による第三十条の二第三項に規定する在外選挙人名簿

への登録の移転をすることとするとき。 

 四 登録の際に登録されるべきでなかつたことを知つたとき。 

 

◎公職選挙法施行令（昭和 25年政令第 89号）（抄） 

（住所移転者の投票） 

第二十九条 法第二十一条第一項に規定する者に該当して選挙人名簿に登録された者で

他の市町村の区域内に住所を移したもの又は他の市町村の区域内に住所を移した者で

同条第二項に規定する者に該当して選挙人名簿に登録されたものは、なお選挙権を有

するときは、当該他の市町村の選挙人名簿に登録されるまでの間、現に選挙人名簿に

登録されている市町村において投票をすることができる。 

２ （略） 

 

（国外への住所移転者の投票） 

第三十条 法第二十一条第一項に規定する者に該当して選挙人名簿に登録された者で国

外へ住所を移したもの又は国外へ住所を移した者で同条第二項に規定する者に該当し

て選挙人名簿に登録されたもの（第二十三条の十三第二項の規定により在外選挙人名

簿の表示を消除された者を除く。）は、なお選挙権を有するときは、在外選挙人名簿

の登録又は在外選挙人名簿への登録の移転がされるまでの間、現に選挙人名簿に登録

されている市町村において投票をすることができる。 

 

◎地方税法（昭和 25年法律第 226号）（抄） 

（道府県民税の納税義務者等） 

第二十四条 道府県民税は、第一号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合算

額により、第三号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第

二号及び第四号に掲げる者に対しては均等割額により、第四号の二に掲げる者に対し

ては法人税割額により、第五号に掲げる者に対しては利子割額により、第六号に掲げ

る者に対しては配当割額により、第七号に掲げる者に対しては株式等譲渡所得割額に

より課する。 

 一 道府県内に住所を有する個人 

 二～七 （略） 

２～９ （略） 

 

（個人の道府県民税の賦課期日） 

第三十九条 個人の道府県民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日と

する。 



23 

 

 （市町村民税の納税義務者等） 

第二百九十四条 市町村民税は、第一号の者に対しては均等割額及び所得割額の合算額

により、第三号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第二号及び

第四号の者に対しては均等割額により、第五号の者に対しては法人税割額により課す

る。 

 一 市町村内に住所を有する個人 

 二～五 （略） 

２～９ （略） 

 

 （個人の市町村民税の賦課期日） 

第三百十八条 個人の市町村民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日

とする。 

 

◎国民年金法（昭和 34年法律第 141号）（抄） 

（被保険者の資格） 

第七条 次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。 

 一 日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者であつて次号及び第三号のい

ずれにも該当しないもの（厚生年金保険法（昭和二十九年法律第百十五号）に基づ

く老齢を支給事由とする年金たる保険給付その他の老齢又は退職を支給事由とする

給付であつて政令で定めるもの（以下「厚生年金保険法に基づく老齢給付等」とい

う。）を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由があ

る者として厚生労働省令で定める者を除く。以下「第一号被保険者」という。） 

 二 厚生年金保険の被保険者（以下「第二号被保険者」という。） 

 三 第二号被保険者の配偶者（日本国内に住所を有する者又は外国において留学をす

る学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本

国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者に限る。）

であつて主として第二号被保険者の収入により生計を維持するもの（第二号被保険

者である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働

省令で定める者を除く。以下「被扶養配偶者」という。）のうち二十歳以上六十歳

未満のもの（以下「第三号被保険者」という。） 

２・３ （略） 

 

（資格取得の時期） 

第八条 前条の規定による被保険者は、同条第一項第二号及び第三号のいずれにも該当

しない者については第一号から第三号までのいずれかに該当するに至つた日に、二十

歳未満の者又は六十歳以上の者については第四号に該当するに至つた日に、その他の

者については同号又は第五号のいずれかに該当するに至つた日に、それぞれ被保険者

の資格を取得する。 

 一 二十歳に達したとき。 

 二 日本国内に住所を有するに至つたとき。 

 三 厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者その他この法律の適用

を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者でなくなつたとき。 

 四 厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき。 

 五 被扶養配偶者となつたとき。 
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（資格喪失の時期） 

第九条 第七条の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の

翌日（第二号に該当するに至つた日に更に第七条第一項第二号若しくは第三号に該当

するに至つたとき又は第三号から第五号までのいずれかに該当するに至つたとき（第

四号については、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者となつ

たときに限る。）は、その日）に、被保険者の資格を喪失する。 

 一 死亡したとき。 

 二 日本国内に住所を有しなくなつたとき（第七条第一項第二号又は第三号に該当す

るときを除く。）。 

 三 六十歳に達したとき（第七条第一項第二号に該当するときを除く。）。 

 四 厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者その他この法律の適

用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者となつたとき

（第七条第一項第二号又は第三号に該当するときを除く。）。 

 五 厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき（第七条第一項各号のいずれかに

該当するときを除く。）。 

 六 被扶養配偶者でなくなつたとき（第七条第一項第一号又は第二号に該当するとき

を除く。）。 

 

 （届出） 

第十二条 被保険者（第三号被保険者を除く。次項において同じ。）は、厚生労働省令

の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並び

に氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない。 

２ （略） 

３ 住民基本台帳法（昭和四十二年法律第八十一号）第二十二条から第二十四条まで、

第三十条の四十六又は第三十条の四十七の規定による届出があつたとき（当該届出に

係る書面に同法第二十九条の規定による付記がされたときに限る。）は、その届出と

同一の事由に基づく第一項の規定による届出があつたものとみなす。 

４～９ （略） 

 

◎国民健康保険法（昭和 33年法律第 192号）（抄） 

（被保険者） 

第五条 都道府県の区域内に住所を有する者は、当該都道府県が当該都道府県内の市町

村とともに行う国民健康保険の被保険者とする。 

 

（適用除外） 

第六条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当

該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険（以下「都道府県等が行う国民健康

保険」という。）の被保険者としない。 

一 健康保険法（大正十一年法律第七十号）の規定による被保険者。ただし、同法第

三条第二項の規定による日雇特例被保険者を除く。 

 二 船員保険法（昭和十四年法律第七十三号）の規定による被保険者 

 三 国家公務員共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号）又は地方公務員等共済

組合法（昭和三十七年法律第百五十二号）に基づく共済組合の組合員 
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四 私立学校教職員共済法（昭和二十八年法律第二百四十五号）の規定による私立学

校教職員共済制度の加入者 

 五 健康保険法の規定による被扶養者。ただし、同法第三条第二項の規定による日雇

特例被保険者の同法の規定による被扶養者を除く。 

 六 船員保険法、国家公務員共済組合法（他の法律において準用する場合を含む。）

又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者 

 七 健康保険法第百二十六条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その

手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び

同法の規定によるその者の被扶養者。ただし、同法第三条第二項ただし書の規定に

よる承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及

び同法第百二十六条第三項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並

びに同法の規定によるその者の被扶養者を除く。 

 八 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和五十七年法律第八十号）の規定による被

保険者 

 九 生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）による保護を受けている世帯（そ

の保護を停止されている世帯を除く。）に属する者 

 十 国民健康保険組合の被保険者 

 十一 その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの 

 

（資格取得の時期） 

第七条 都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有す

るに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得す

る。 

 

（資格喪失の時期） 

第八条 都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有し

なくなつた日の翌日又は第六条各号（第九号及び第十号を除く。）のいずれかに該当

するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、都道府県の区域内に住所

を有しなくなつた日に他の都道府県の区域内に住所を有するに至つたときは、その日

から、その資格を喪失する。 

２ 都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は、第六条第九号又は第十号に該当する

に至つた日から、その資格を喪失する。 

 

（届出等） 

第九条 世帯主は、厚生労働省令で定めるところにより、その世帯に属する被保険者の

資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならな

い。 

２～１３ （略） 

１４ 住民基本台帳法（昭和四十二年法律第八十一号）第二十二条から第二十四条ま

で、第二十五条、第三十条の四十六又は第三十条の四十七の規定による届出があつた

とき（当該届出に係る書面に同法第二十八条の規定による付記がされたときに限

る。）は、その届出と同一の事由に基づく第一項又は第九項の規定による届出があつ

たものとみなす。 

１５ （略） 



26 

 

◎学校教育法施行令（昭和 28年政令第 340号）（抄） 

（学齢簿の編製） 

第一条 市（特別区を含む。以下同じ。）町村の教育委員会は、当該市町村の区域内に

住所を有する学齢児童及び学齢生徒（それぞれ学校教育法（以下「法」という。）第

十八条に規定する学齢児童及び学齢生徒をいう。以下同じ。）について、学齢簿を編

製しなければならない。 

２ 前項の規定による学齢簿の編製は、当該市町村の住民基本台帳に基づいて行なうも

のとする。 

３・４ （略） 

 

◎児童手当法（昭和 46年法律第 73号）（抄） 

（定義） 

第三条 この法律において「児童」とは、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日

までの間にある者であつて、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令

で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。 

２・３ （略） 

 

（支給要件） 

第四条 児童手当は、次の各号のいずれかに該当する者に支給する。 

 一 次のイ又はロに掲げる児童（以下「支給要件児童」という。）を監護し、かつ、

これと生計を同じくするその父又は母（当該支給要件児童に係る未成年後見人があ

るときは、その未成年後見人とする。以下この項において「父母等」という。）で

あつて、日本国内に住所（未成年後見人が法人である場合にあつては、主たる事務

所の所在地とする。）を有するもの 

  イ 十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある児童（施設入所等

児童を除く。以下この章及び附則第二条第二項において「中学校修了前の児童」

という。） 

  ロ 中学校修了前の児童を含む二人以上の児童（施設入所等児童を除く。） 

二 日本国内に住所を有しない父母等がその生計を維持している支給要件児童と同居

し、これを監護し、かつ、これと生計を同じくする者（当該支給要件児童と同居す

ることが困難であると認められる場合にあつては、当該支給要件児童を監護し、か

つ、これと生計を同じくする者とする。）のうち、当該支給要件児童の生計を維持

している父母等が指定する者であつて、日本国内に住所を有するもの（当該支給要

件児童の父母等を除く。以下「父母指定者」という。） 

 三 父母等又は父母指定者のいずれにも監護されず又はこれらと生計を同じくしない

支給要件児童を監護し、かつ、その生計を維持する者であつて、日本国内に住所を

有するもの 

 四 十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある施設入所等児童（以

下「中学校修了前の施設入所等児童」という。）が委託されている小規模住居型児

童養育事業を行う者若しくは里親又は中学校修了前の施設入所等児童が入所若しく

は入院をしている障害児入所施設、指定発達支援医療機関、乳児院等、障害者支援

施設、のぞみの園、救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設若しくは婦人保護

施設（以下「障害児入所施設等」という。）の設置者 

２～４ （略） 
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第五条 児童手当（施設入所等児童に係る部分を除く。）は、前条第一項第一号から第

三号までのいずれかに該当する者の前年の所得（一月から五月までの月分の児童手当

については、前々年の所得とする。）が、その者の所得税法（昭和四十年法律第三十

三号）に規定する同一生計配偶者及び扶養親族（施設入所等児童を除く。以下「扶養

親族等」という。）並びに同項第一号から第三号までのいずれかに該当する者の扶養

親族等でない児童で同項第一号から第三号までのいずれかに該当する者が前年の十二

月三十一日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、政令で定める額以上

であるときは、支給しない。ただし、同項第一号に該当する者が未成年後見人であ

り、かつ、法人であるときは、この限りでない。 

２ 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。 

 

（認定） 

第七条 児童手当の支給要件に該当する者（第四条第一項第一号から第三号までに係る

ものに限る。以下「一般受給資格者」という。）は、児童手当の支給を受けようとす

るときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところによ

り、住所地（一般受給資格者が未成年後見人であり、かつ、法人である場合にあつて

は、主たる事務所の所在地とする。）の市町村長（特別区の区長を含む。以下同

じ。）の認定を受けなければならない。 

２ 児童手当の支給要件に該当する者（第四条第一項第四号に係るものに限る。以下

「施設等受給資格者」という。）は、児童手当の支給を受けようとするときは、その

受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲

げる者の区分に応じ、当該各号に定める者の認定を受けなければならない。 

 一 小規模住居型児童養育事業を行う者 当該小規模住居型児童養育事業を行う住居

の所在地の市町村長 

 二 里親 当該里親の住所地の市町村長 

 三 障害児入所施設等の設置者 当該障害児入所施設等の所在地の市町村長 

３ （略） 

 

 （支給及び支払） 

第八条 市町村長は、前条の認定をした一般受給資格者及び施設等受給資格者（以下

「受給資格者」という。）に対し、児童手当を支給する。 

２～４ （略） 

 

◎予防接種法（昭和 23年法律第 68号）（抄） 

（市町村長が行う予防接種） 

第五条 市町村長は、A類疾病及び B類疾病のうち政令で定めるものについて、当該市

町村の区域内に居住する者であって政令で定めるものに対し、保健所長（特別区及び

地域保健法（昭和二十二年法律第百一号）第五条第一項の規定に基づく政令で定める

市（第十条において「保健所を設置する市」という。）にあっては、都道府県知事）

の指示を受け期日又は期間を指定して、予防接種を行わなければならない。 

２・３ （略） 
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◎生活保護法（昭和 25年法律第 144号）（抄） 

（実施機関） 

第十九条 都道府県知事、市長及び社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）に規定

する福祉に関する事務所（以下「福祉事務所」という。）を管理する町村長は、次に

掲げる者に対して、この法律の定めるところにより、保護を決定し、かつ、実施しな

ければならない。 

 一 その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する要保護者 

 二 居住地がないか、又は明らかでない要保護者であつて、その管理に属する福祉事

務所の所管区域内に現在地を有するもの 

２～７ （略） 

 

◎住民基本台帳法（昭和 42年法律第 81号）（抄） 

（住民としての地位の変更に関する届出の原則） 

第二十一条の四 住民としての地位の変更に関する届出は、全てこの章及び第四章の三

に定める届出によつて行うものとする。 

 

（転入届） 

第二十二条 転入（新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合

を除く。以下この条及び第三十条の四十六において同じ。）をした者は、転入をした

日から十四日以内に、次に掲げる事項（いずれの市町村においても住民基本台帳に記

録されたことがない者にあつては、第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事項）

を市町村長に届け出なければならない。 

一 氏名 

二 住所 

三 転入をした年月日 

四 従前の住所 

五 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主と

の続柄 

六 転入前の住民票コード（転入をした者につき直近に住民票の記載をした市町村長

が、当該住民票に直近に記載した住民票コードをいう。） 

七 国外から転入をした者その他政令で定める者については、前各号に掲げる事項の

ほか政令で定める事項 

２ 前項の規定による届出をする者（同項第七号の者を除く。）は、住所の異動に関す

る文書で政令で定めるものを添えて、同項の届出をしなければならない。 

 

（転居届） 

第二十三条 転居（一の市町村の区域内において住所を変更することをいう。以下この

条において同じ。）をした者は、転居をした日から十四日以内に、次に掲げる事項を

市町村長に届け出なければならない。 

一 氏名 

二 住所 

三 転居をした年月日 

四 従前の住所 
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五 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主と

の続柄 

 

（転出届） 

第二十四条 転出をする者は、あらかじめ、その氏名、転出先及び転出の予定年月日を

市町村長に届け出なければならない。 

 

 （個人番号カードの交付を受けている者等に関する転入届の特例） 

第二十四条の二 個人番号カードの交付を受けている者が転出届（前条の規定による届

出をいう。以下この条において同じ。）をした場合においては、最初の転入届（当該

転出届をした日後その者が最初に行う第二十二条第一項の規定による届出をいう。以

下この条において同じ。）については、第二十二条第二項の規定は、適用しない。た

だし、政令で定める場合にあつては、この限りでない。 

２ 個人番号カードの交付を受けている世帯主が行う当該世帯主に関する転出届に併せ

て、その世帯に属する他の者（以下この項及び第二十六条において「世帯員」とい

う。）であつて個人番号カードの交付を受けていないものが転出届をした場合におい

ては、最初の世帯員に関する転入届（当該転出届をした日後当該世帯員が最初に行う

第二十二条第一項の規定による届出であつて、当該世帯主が当該世帯主に関する最初

の転入届に併せて第二十六条第一項又は第二項の規定により当該世帯員に代わつて行

うものをいう。以下この条において同じ。）については、第二十二条第二項の規定

は、適用しない。ただし、政令で定める場合にあつては、この限りでない。 

３ 最初の転入届又は最初の世帯員に関する転入届を受けた市町村長（以下この条にお

いて「転入地市町村長」という。）は、その旨を当該最初の転入届に係る転出届又は

当該最初の世帯員に関する転入届に係る転出届を受けた市町村長（以下この条におい

て「転出地市町村長」という。）に通知しなければならない。 

４ 転出地市町村長は、前項の規定による通知があつたときは、政令で定める事項を転

入地市町村長に通知しなければならない。 

５ 前二項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、転入地市町村長又は

転出地市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である転出

地市町村長又は転入地市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによつて行う

ものとする。 

 

 （届出の方式等） 

第二十七条 この章又は第四章の三の規定による届出は、政令で定めるところにより、

書面でしなければならない。 

２ 市町村長は、この章又は第四章の三の規定による届出がされる場合において、現に

届出の任に当たつている者に対し、総務省令で定めるところにより、当該届出の任に

当たつている者が本人であるかどうかの確認をするため、当該届出の任に当たつてい

る者を特定するために必要な氏名その他の総務省令で定める事項を示す書類の提示若

しくは提出又はこれらの事項についての説明を求めるものとする。 
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３ 前項の場合において、市町村長は、現に届出の任に当たつている者が、届出をする

者の代理人であるときその他届出をする者と異なる者であるとき（現に届出の任に当

たつている者が届出をする者と同一の世帯に属する者であるときを除く。）は、当該

届出の任に当たつている者に対し、総務省令で定めるところにより、届出をする者の

依頼により又は法令の規定により当該届出の任に当たるものであることを明らかにす

るために必要な事項を示す書類の提示若しくは提出又は当該事項についての説明を求

めるものとする。 

 

◎住民基本台帳法施行令（昭和 42年政令第 292号）（抄） 

 （届出の方式） 

第二十六条 法第四章又は第四章の三の規定による届出は、現に届出の任に当たつてい

る者の住所及び届出の年月日が記載され、並びに当該届出の任に当たつている者が署

名した書面でしなければならない。 

 

◎住民基本台帳法施行規則（平成 11年自治省令第 35号）（抄） 

 （現に届出の任に当たっている者を特定する方法） 

第八条 法第二十七条第二項の規定による提示若しくは提出又は説明は、次のいずれか

の方法によるものとする。 

 一 個人番号カード又は旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証若

しくは資格証明書等（本人の写真が貼付されたものに限る。）であって現に届出の

任に当たっている者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類

を提示する方法 

 二 前号の書類をやむを得ない理由により提示することができない場合には、現に届

出の任に当たっている者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める

書類を提示し、若しくは提出する方法又は同一の世帯の住民基本台帳の記載事項に

ついて説明させる方法その他の市町村長が前号に準ずるものとして適当と認める方

法 

 

（届出において明らかにする事項） 

第八条の二 法第二十七条第二項に規定する総務省令で定める事項は、氏名及び住所そ

の他の市町村長が適当と認める事項とする。 

 

（届出をする者の代理人等の権限を明らかにする方法） 

第八条の三 法第二十七条第三項の規定による提示若しくは提出又は説明は、次のいず

れかの方法によるものとする。この場合において、市町村長が必要と認めるときは、

届出をする者が本人であるかどうかの確認をするため、必要な事項を示す書類の提示

若しくは提出又はこれらの事項についての説明を求めるものとする。 

 一 現に届出の任に当たっている者が法定代理人の場合には、戸籍謄本その他その資

格を証明する書類を提示し、又は提出する方法 

 二 現に届出の任に当たっている者が法定代理人以外の者である場合には、委任状を

提出する方法 
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 三 前二号の書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場

合には、届出をする者の依頼により又は法令の規定により当該届出の任に当たるも

のであることを説明する書類を提示し、又は提出させる方法その他の市町村長が前

二号に準ずるものとして適当と認める方法 

 

（情報通信技術活用法の適用） 

第五十二条 法及び令の規定による申請等（情報通信技術を活用した行政の推進等に関

する法律（平成十四年法律第百五十一号。以下この条において「情報通信技術活用

法」という。）第三条第八号に規定する申請等をいう。以下この項において同じ。）

について情報通信技術活用法第六条第六項の規定を適用する場合における同項に規定

する主務省令で定める場合は、申請等をする者について対面により本人確認をする必

要があり、かつ、申請等に係る書面等（情報通信技術活用法第三条第五号に規定する

書面等をいう。次項において同じ。）のうちにその原本を確認する必要があるものが

ある場合とし、当該場合に該当する申請等は、法第二十二条第一項、第二十三条、第

二十四条（法第二十四条の二第一項本文及び第二項本文の規定の適用を受ける場合を

除く。）、第二十五条、第三十条の四第一項及び第三十条の四十六から第三十条の四

十八まで並びに令第三十条の十四第一項及び第三項並びに第三十条の十六第一項の規

定による申請等とする。 

２ （略） 

 

◎情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成 14年法律第 151号）（抄） 

（電子情報処理組織による申請等） 

第六条 申請等のうち当該申請等に関する他の法令の規定において書面等により行うこ

とその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわら

ず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織（行政機関

等の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下同じ。）とその手続等の相手方

の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次章

を除き、以下同じ。）を使用する方法により行うことができる。 

２～５ （略） 

６ 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情がある場合、申請等に

係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがある場合その他の当該申請

等のうちに第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著し

く不適当と認められる部分がある場合として主務省令で定める場合には、主務省令で

定めるところにより、当該申請等のうち当該部分以外の部分につき、前各項の規定を

適用する。この場合において、第二項中「行われた申請等」とあるのは、「行われた

申請等（第六項の規定により前項の規定を適用する部分に限る。以下この項から第五

項までにおいて同じ。）」とする。 

 

 


